
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３回弟子屈町農業委員会総会議事録 

 

                                                   令和元年６月１８日 

午前１０時００分～午前１０時４１分 

 

○  出席委員 

    塩沢 稔宏  新木  栄  元山 義久   上西  透 

    阪口 正明  小林  武  江上 真一   渡邉 雄一郎 

    望月 信雄  鈴木 和幸  吉田 真利子  齋木   

 

 

○  欠席委員 

     

 

○  議 件 

 

議案第８５号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の    

       決定について 

 

    議案第８６号 現況証明願いについて 

 



議 長  只今より第 23 回弟子屈町農業委員会総会を開催いたします。日程 1、議事録署名委

員の指名については、10番渡邉委員さん、11番上西委員さん、よろしくお願いいたし

ます。次日程 2、「会期の決定について」でございますが、本日 1 日限りとしてよろし

いでしょうか。 

 

 

各 委  員  異議無し。 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

吉 田 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

異議無し。ということで本日 1 日限りといたします。次日程 3、諸般報告でございますが、本

日は全員出席となっております。次日程 4、「会務報告」局長よりお願いします。 

 

 

それでは、第 22回農業委員会総会以降の会務についてご報告申し上げます。まず整理番

号 1番、5月 24日、第 22回農業委員会総会がここ委員会室で開催されております。委員 12

名と事務局が出席しております。次に整理番号 2番、5月 26日から 28日まで、令和元年度北

海道選出国会議員要請集会並びに全国農業委員会会長大会が、東京で開催されておりま

す。塩沢会長、元山委員、事務局が出席しております。この案件につきましては、後程報告第

59号で報告がございます。整理番号 4番、6月 10日現地調査が開催されております。第 1ブ

ロック委員さんと事務局が対応しております。以上簡単でございますが、会務の報告とさせて

いただきます。 

 

 

 はい、有難うございました。次日程 5、報告第 58 号「令和元年度女性農業委員の会研修会

出席報告について」1番吉田委員さんお願いいたします。 

 

 

 1番吉田です。令和元年度根釧女性農業委員の会研修会の報告をいたします。 

令和元度根釧女性農業委員の会研修会が、浜中町で 5月 15日から 16日の 2日間の日程で

開催され、私と奥村次長が参加いたしました。 

根室、釧路管内の女性農業委員 16名と事務局職員 11名の 27名の参加でした。会長であり

ます、浜中町農業委員堀金澄恵さん挨拶のあと、各委員、事務局職員がそれぞれ自己紹介

を行い、なごやかな雰囲気の研修会となりました。研修内容としては、「浜中町農業協同組合

ディサロンの取り組みについて」ＪＡ浜中高橋参事より概要の説明のあと、運営主体でありま

す、訪問ボランティアグループ、キャンナス釧路代表竹内美妃さんより、事業内容の説明を受

けました。この、ディサロンは、ＪＡ浜中の女性組合員へのアンケートの回答で多かった「両親

の介護が不安」の声を受けて、自宅へ引きこもりがちになっている高齢者への介護の一助とな

ることを目的に実施されております。利用にあたっては、１回一人 1,500 円の参加料で、毎週

水曜日にＪＡ浜中所有のバスでの送迎で実施されており、利用者からは、「外出や買い物をす

る機会ができ、前向きに暮らせるようになった」「仲間との再会など、精神的大きな励みになっ

た」など、入院期間が短縮した事例も紹介され、身近な家庭問題として興味のあるお話しでし

た。次に、「平成 30 年度女性農業委員活動推進シンポジウム」にそれぞれ参加した委員から

の報告があり、「北海道との農業の規模の違いや、道外の女性委員たちの意欲と、パワーを感

じた」などの感想がだされました。2 日目は、タカナシ乳業の工場見学を行い、全ての日程を

終了いたしました。この研修会も毎年開催されており、各市町村の女性委員とのネットワークも

築かれたと感じました。以上簡単ではありますが、根釧女性農業委員の会研修会の報告とい

たします。以上です。 

 

 

はい、有難うございました。次日程 6、報告第 59号「令和元年度全国農業委員会会長大会

並びに北海道選出国会議員要請集会出席報告について」私の方から簡単に報告いたしま

す。5月 26日 27日 28日 3日間にわたり全国農業委員会会長大会並びに北海道選出国会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議員要請集会に行ってまいりました。まず 27日朝 9時より星稜会館において北海道選出国会

議員要請集会が行われました。要請集会につきましては北海道農業会議の多田会長より六

つの項目に分けてそれぞれ要請を行いました。まず一つ目には、国際交渉における基本的な

姿勢について。二つ目として、農政の確立について。三つ目として、地域の実態に即した担い

手への農地集積支援対策等の推進。四つ目として、担い手の育成と経営支援対策の強化に

ついて。五つ目として、電源の確保について。これは胆振東部地震による全道的な電源が失

われたということでなっております。六つ目として、農業委員会組織の体制強化と予算確保に

ついて。ということでそれぞれ衆議院議員、参議院議員の先生方、衆議院議員 14名参加、参

議院議員の先生方 6 名参加、ということで国会中にも関わらず大勢の選出国会議員に来てい

ただきました。以上選出国会議員要請集会はということで終わりました。次同じ日の 27 日の 1

時から会長全国大会ということで行われました。まず会長には全国の会長約大体 1,800 人集

まった中、主催者であります二田会長から挨拶をいただき、また来賓といたしまして吉川農林

水産大臣、元水産委員長それぞれの先生方が出席され挨拶いたしました。 

まず、議事といたしまして、第 1号議案といたしまして、政策提案議決、食料、農業、農村政策

の強化に向けて一人と農地対策を通じた地域の再生をめざしてということ。二つ目として、申し

合わせ決議といたしまして、第2号議案、地域の農地を活かし、担い手を応援する全国運動を

推進するための申し合わせ決議。また、提供活動の一層の強化に関する申し合わせ決議。そ

れと、農業委員会活動の実践を踏まえた決意表明ということで、岐阜県の農業委員会、奈良

県の農業委員会、佐賀県の農業委員会 3 件のそれぞれの農業委員会の会長さんのほうから

それぞれ報告がございました。四つ目といたしましては、実行運動といたしまして、令和元年

度全国農業委員会会長大会実行運動計画ということで、あとガンバロー三唱で皆さんと一緒

に決議を行いました。それと 27 日の夕方なんですけれども、釧路地方連といたしましても、鈴

木貴子議員、28 日の午前中伊東良孝議員それぞれに要請をしてまいりました。要請内容とい

たしましては大きく分けまして農業経営安定化対策の確立、農地税制の改善、優れた担い手

の育成、確保対策の推進などなどそれぞれ、8項目くらいの要請をしてまいりました。それぞれ

の先生の方には「釧路のために頑張ってください」ということでお願いをさせていただきました。

以上、簡単でございますが報告とさせていただきます。 

それでは次日程 7、議案第 85 号「農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定による農用地利

用集積計画の決定について」事務局説明をお願いします。 

 

 

それでは 4ページをお開きください。議案第 85号「農業経営基盤強化促進法第 18条の規

定による農用地利用集積計画の決定について」農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定に

より弟子屈町より決定を求められた下記の農用地利用集積計画について議決を求める。令和

元年 6月 18日提出。弟子屈町農業委員会会長。 

今月総会に提案されております申請につきましては、所有権移転の申請が 4件、利用権設定

の申請が 6 件合わせて 10 件の申請でございます。整理番号 1 番、先月開催いたしました第

22回総会、報告第 57号にて報告がありました、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏所有地字

〇〇〇〇〇〇〇〇につきまして、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏に決定しました旨の報

告がありました件でございます。所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇㎡。公簿現況地目は

畑。譲渡人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏。譲受人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇

氏でございます。利用目的は牧草畑。売買価格につきましては、〇〇〇〇円でございます。

図面につきましては、8ページをご覧ください。 

整理番号 2番 3番 4番につきましては、北海道農業公社との間で農地保有合理化事業に基

づき、平成 21年 9月 30日から令和元年 7月 28日の間で賃貸借を結んでおりました件でご

ざいます。今回期間満了に伴い所有権移転の申請となってございます。従いまして譲渡人に

つきましては、札幌市中央区北 5条西 6丁目 1番地 23、公益財団法人北海道農業公社理事

長竹林孝氏でございます。 

整理番号 2番、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇外 8筆。公簿現況地目とも畑。面積は、〇〇〇〇

㎡でございます。譲受人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏であります。利用目的は牧草

畑。売買価格につきましては、〇〇〇〇円でございます。図面につきましては 9ページをご覧

ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

各 委 員 

 

 

整理番号 3番、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇外 3筆。公簿現況地目とも畑。面積は、〇〇〇〇

㎡でございます。譲受人につきましては、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇氏でござ

います。利用目的は牧草畑。売買価格につきましては、〇〇〇〇円でございます。図面につ

きましては、10ページをご覧ください。 

整理番号 4 番、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇外 18 筆。公簿現況地目とも畑。面積は、〇〇〇

〇㎡でございます。譲受人につきましては、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏であります。

利用目的は牧草畑。売買価格につきましては、〇〇〇〇円でございます。図面につきまして

は 11ページをご覧ください。 

整理番号 5番から 10番につきましては利用権設定でございます。全て継続でございます。 

整理番号 5番。所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇、外 1筆。面積、〇〇〇〇㎡。公簿現況地目とも

畑。貸付人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏。借受人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇

〇〇〇〇氏。利用目的は牧草畑。借賃につきましては、〇〇〇〇円。期間につきましては、

令和元年 6月 18日から令和 4年 3月 31日までの約 2年 9か月間となっております。図面に

つきましては、12ページをご覧ください。 

整理番号 6 番、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇外 2 筆。面積、〇〇〇〇㎡。公簿現況地目とも

畑。貸付人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏。借受人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇

氏。利用目的は牧草畑。借賃につきましては、〇〇〇〇円。期間につきましては、令和元年 6

月 25日から令和 11年 3月 31日までの 9年 9か月間となっております。図面につきましては、

13ページ及び 14ページをご覧ください。 

整理番号 7 番、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇外 2 筆。面積、〇〇〇〇㎡。公簿地目は畑、山

林。現況地目は畑。貸付人、弟子屈町〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏。借受人、字〇〇〇

〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏。利用目的は普通畑。借賃につきましては、〇〇〇〇円。期間につ

きましては、令和元年 6月 18日から令和 4年 3月 31日までの約 2年 9か月間となっており

ます。図面につきましては、15ページをご覧ください。 

整理番号 8 番、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇外 3 筆。面積、〇〇〇〇㎡。公簿地目は畑及び

牧場、現況地目は畑。貸付人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏。借受人、字〇〇〇〇〇

〇〇〇、〇〇〇〇氏。利用目的は普通畑。借賃につきましては、〇〇〇〇円。期間につきま

しては、令和元年 6月 18日から令和 6年 3月 31日までの約 4年 9か月間となっております。 

図面につきましては、16ページをご覧ください。 

整理番号 9 番、10 番につきましては借受人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏の申請でご

ざいます。 

整理番号 9 番、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇。面積、〇〇〇〇㎡の内〇〇〇〇㎡。公簿現況

地目とも畑。利用目的は普通畑。貸付人、字〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏。借受人、借賃

につきましては、〇〇〇〇円。期間につきましては、令和元年 6月 18日から令和 4年 3月 31

日までの約 2年 9か月間となっております。図面につきましては、17ページをご覧ください。 

整理番号 10、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇外 3 筆。面積、〇〇〇〇㎡。公簿地目畑、牧場、

現況地目畑。貸付人、札幌市〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏。利用目的は普通畑。借賃に

つきましては、〇〇〇〇円。期間につきましては、令和元年 6 月 18 日から令和 4 年 3 月 31

日までの約 2年 9か月間となっております。図面につきましては、18ページをご覧ください。 

別紙資料には、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項調査書が表示されております。いず

れも各項目の要件に該当しておりますのでご参照ください。以上、雑駁な説明でありますが、

ご審議の上ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

はい、有難うございました。事務局からの説明が終わりましたので、ここで質疑を受けたいと

思います。現地委員さんの報告については継続ですので省略いたします。整理番号 1番 2番

3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番について、何かご質問ございますか。 

 

 

異議なし。 

 

 



議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

元 山 委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

各 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

異議なし。ということで議案第 85号について決定とさせていただきました。次日程8、議案第

86号「現況証明願いについて」事務局説明お願いいたします。 

 

 

総会資料 19 ページをお開き願いたいと思います。議案第 86 号「現況証明願いについて」

農地法関係事務処理要領に基づき願出のあった、下記の現況証明願いについて議決を求め

る。令和元年 6月 18日提出。弟子屈町農業委員会会長。 

申請番号 1 番の説明をいたします。所在は、字〇〇〇〇〇〇〇〇と字〇〇〇〇〇〇〇〇の

2筆でございます。公簿地目につきましては畑及び牧場となってございます。面積は 2筆合計

で、〇〇〇〇㎡となってございます。判定地目につきましては、農地採草放牧地以外。利用

状況につきましては、未利用地となってございます。所有者願出人ともに、字〇〇〇〇〇〇〇

〇、〇〇〇〇氏でございます。図面につきましては 20 ページ 21 ページをご参照願いたいと

思います。 

申請番号 2 番につきましては、所在、字〇〇〇〇〇〇〇〇でございます。公簿地目につきま

しては牧場。面積は、〇〇〇〇㎡。となってございます。判定地目につきましては、農地採草

放牧地以外。利用状況につきましては、未利用地となってございます。所有者願出人につき

ましては、〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏となってございます。図面につきましては、21 ペー

ジをご参照願いたいと思います。この 2件とも令和元年 6月 10日に現地調査を実施してござ

います。以上、簡単ではありますが議案第 86号の説明とさせていただきます。ご決定賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

 

 

はい、事務局の説明が終わりましたので、ここで現地委員さんの報告をお願いいたします。

申請番号 1番 2番について、5番元山委員さんよろしくお願いいたします。 

 

 

5番元山です。申請番号 1番及び 2番の現地調査につきましては、6月 10日に塩沢会長、 

江上委員、鈴木委員、私と事務局で実施しました。申請地付近は水はけが非常に悪く、湿地

野地化しており、申請地においても同様の状況であることを現地にて確認し、農地としての使

用が困難であることから、この申出について問題なしと判断いたしました。 

以上、簡単でありますが、現地調査の報告といたしますのでよろしくお願いします。 

 

 

はい、有難うございました。只今現地委員さんの報告がございました。申請番号 1番 2番に

ついて何かご質問ございますか。 

 

 

異議なし。 

 

 

異議なし。ということで議案第 86号を決定とさせていただきます。次日程 9、協議案 1「平成

30 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検、評価及び令和元年度の目標及びその達

成に向けた活動計画について」事務局説明お願いいたします。 

 

 

それではお手元の別紙資料をご覧ください。本件につきましては、農業委員会法第37条の

規定に基づき、農業委員会はその運営の透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の

推進の状況、その他事務の実施状況を公表しなければならないとなっております。そうした中

で国の方から、全国の農業委員会に対し定められた様式により、年間計画、年度の評価を行

うことが定められております。内容としては従前より行っている活動であり、国の方から示されて

いる内容での計画、その計画に沿った評価といったものの提出を求められている関係上、今

日のご提案とさせていただく内容でございます。それでは、1 ページから簡単にかいつまんで



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご説明いたします。1 ページをお開きください。平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検、評価です。1ページでは、平成 31年 3月 31日現在の農業委員会の状況としまし

て、農業の概要、農業委員会の体制であります。1、農業の概要では本町の耕地面積、経営

耕地面積が記入されております。耕地面積につきましては、昨年国の方から示されております

面積を、また、経営耕地面積につきましては、農林業センサスをもとに記入しております。農地

台帳面積につきましては、農業委員会事務局の農地台帳システムの合計面積となっておりま

す。次に農家戸数、農業者数につきましては、農林業センサスに基づき記入、農業経営数に

つきましては、農政係の方で平成 30 年度末に、担い手及び農地利用実態調査にて報告して

おります、認定農業者数等になっております。 

2ページでは、担い手への農地の利用集積、集約化といたしまして、1、現状と課題ではこれま

での集積面積、9,465ｈａにつきまして、先ほどの経営数と同様農政係の方で報告しております

面積となっております。集積率が、92.79パーセントとなっており、概ね93パーセントとなってお

ります。2、平成 30 年度の目標と実績では、集積目標面積であります、9,574ｈａから集積実績

9,465ｈａでありますので、達成率は 98.86 パーセントであり、概ね 99 パーセントとなっておりま

す。4 番の、評価といたしましては目標値を達成できていないが、農地の集約化等が図られて

いる。今後とも活動を継続する。としております。 

3 ページをお開きください。新たに農業経営を営もうとする者の参入促進としまして、平成 30

年度では、2 件が新規就農、新規参入をしてございます。評価といたしましては、相談体制な

ど継続実施としております。 

4 ページをお開きください。遊休農地に関する措置に関する評価になります。昨年 10 月の中

旬に実施いたしました、農地パトロールや各地区での状況把握等の活動が該当になります。

評価につきましては、各地区で状況把握等に努めているとしております。 

5 ページをお開きください。5 ページでは違反転用への適正な対応の評価となります。活動と

しましては、日常各地区での状況確認、状況の把握としております。評価につきましては、各

地区での状況の確認、把握しているとしております。 

6ページから 8ページにつきましては、農地法等によります事務に関する点検となります。農地

法に基づく許可事務、農地転用に関する事務など実績に基づきまして報告となっております 

9 ページをお開きください。9 ページからは、令和元年度の目標及びその達成に向けた活動

計画であります。例年実績を基に各年度の活動計画を立てており、本年度も平成 30 年度の

実績を踏まえての活動計画となっております。 

1、農業委員会の状況でございますが、先ほど、平成 30年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検、評価と農業委員会の状況と同じ内容でございます。 

10 ページをお開きください。2、担い手への農地の利用集積、集約化では、2、令和元年度の

目標及び活動計画です。目標の集積面積ですが、本町の集積については、おおむね確定し

てきていると判断しております。そのため、改めて面積を増やして目標を定めるよりも、現状の

集積面積を目標に定め、年間を通して、非担い手の調整要望を確実に進め認定農業者への

集約化等、農用地の利用関係を図る。そして活動計画といてしまして、9,465ｈａ昨年の集積面

積としております。3 番、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進。令和元年度の目標に

つきましては、現在実習生等、新規就農を希望する者もいない状況でございますので、本年

度は新規就農者数、面積を０としております。活動計画につきましては、弟子屈町農業担い手

育成センターの活動を通じ、新規就農研修生の受け入れ及び実習の実施。新農業人フェア

など新規参入を目指す人材発掘としております。 

11 ページをお開きください。5、遊休農地に関する措置でございます。例年と同様遊休農地面

積を 0ｈａとしております。今年の利用状況調査につきましては 10 月に開催を予定しておりま

す。6番、違反転用への適正な対応でございます。昨年と同様違反転用面積を 0ｈａとしており

ます。遊休農地、違反転用の活動計画につきましては、担当地区等の日常パトロールにより

状況の確認と把握としております。活動計画につきましては、例年同様の活動計画でありま

す。本町の場合、農地利用最適化推進委員の用務も担っておりますので、引き続き活動の方

よろしくお願いいたします。 

以上、雑ぱくな説明ではございますが、ご審議の上、ご承諾いただきますようよろしくお願いし

ます。 
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 はい、只今事務局の方から説明がございました、何かご質問ございますか。よろしいでしょう

か。 

 

 

よろしいです。 

 

 

はい、それでは決定とさせていただきます。その他皆さんの方から何かございますか。無け

れば、先月の総会で阪口委員さんからの質問について、事務局の方から修正と確認の報告

がございます。 

 

 

先月、阪口委員の方から砂利採取の一時転用の質問に対しまして、私の方からレベル指

導をした話をして、完了していないような誤解を招くような発言がありました。この件につきまし

ては、昨年 11 月に完了届が提出されております。その点につきまして修正させていただきま

す。先月現地を確認したところ完了しておりました。ということで報告いたします。以上、よろしく

お願いいたします。 

 

 

はい、事務局の方から訂正と報告がございました。阪口委員さんよろしいでしょうか。 

 

 

はい。その件についてはね。今後その農地についてはどのような取り計らいをしていくの。 

 

 

隣接地を〇〇〇〇さんが使用ておりますので、そちらの方で集積を組むようなお願いをして

いく形を考えております。 

 

 

本日、日程 1 から日程 10 までそれぞれ決定といたしました。これにて第 23 回弟子屈町農

業委員会総会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

午前 10時 41分 

以上顛末と録し、議事録とする 

 

 

 

議事録署名委員 渡邉 雄一郎 

 

 

議事録署名委員 上西  透 

 

 

  

 


